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同意書
深谷市長　小　島　　進　あて
深谷市中小企業退職金共済掛金等補助要綱に基づく補助金の交付決定の
　手続きに関し、以下の事項について同意します。
１　補助金の審査のため私（自社）の市税の納付状況を深谷市の担当職員が確認すること。
２　深谷市商工会議所又は深谷市商工会を経由して申請する場合において、
過去の申請状況、補助状況の確認のため、深谷市の担当職員が、補助金に関する情報（過去の申請状況、補助状況等。申請に必要な範囲に限る。）を、当該経由先に提供すること。
（自署）
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 　 年 　 月   日

　　事業所名  
代表者役職・氏名  
　
※市税の納付状況を確認した際に市税の滞納があった場合、補助金を受給するためには、納付後、申請期間中に「市税に滞納がないことの証明書」を提出する必要があります。予めご了承ください。
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